
認定第３号 

 

平成３０年度木津川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３０

年度木津川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和元年８月２９日提出 

 

木津川市長 河井 規子   
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歳  入 合  計    金     881, 377, 143円 

 

歳  出 合  計    金     863, 634, 456円 

 

歳入歳出差引残高    金       17, 742, 687円 

 

 

 

 

再 差 引 残 高     金       17, 742, 687円 

 

 

令和元年 8月 29日 提出 

 

 

木津川市長 河井 規子 
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平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度        後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療特別特別特別特別会計会計会計会計        決算の概要決算の概要決算の概要決算の概要    

    

１．決算規模・決算収支１．決算規模・決算収支１．決算規模・決算収支１．決算規模・決算収支    

  （１）決算規模  

平成 30年度の決算規模は、 

歳入  881,377千円 （前年度 821,213千円） 

歳出  863,634千円 （前年度 812,409千円） 

となり、決算規模の対前年度比較は、歳入が 60,164 千円、7.3％の増、歳出が

51,225千円、6.3％の増となった。 

（２）決算収支 

＊実質収支 

  平成 30年度の歳入歳出差引額（形式収支）は、17,743千円で翌年度に繰越す

べき財源はないため、実質収支の額も 17,743千円となった。 

＊単年度収支 

  今年度の実質収支（17,743 千円）から前年度の実質収支を差し引いた単年度

収支は、8,939千円となった。 

＊実質単年度収支 

  今年度の単年度収支（8,939千円）に積立金を加え、又は取り崩し額を差し引

く基金はないため、実質単年度収支の額も 8,939千円となった。 

 

２．歳２．歳２．歳２．歳    入入入入    

平成 30年度の歳入総額は、881,377千円となり、前年度と比較すると 60,164千円

（7.3％）の増となった。歳入の概要は、次のとおりである。 

後期高齢者医療保険料は、678,216千円で、前年度と比較すると 41,400千円（6.5％）

の増となった。一般会計繰入金は、167,179 千円で、前年度と比較すると 18,186 千

円（12.2％）の増となった。 

 

３．歳３．歳３．歳３．歳    出出出出    

平成 30年度の歳出総額は、863,634千円となり、前年度と比較すると 51,225千円

（6.3％）の増となった。 

歳出の概要は、次のとおりである。 

京都府後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金は、678,500千円で、前年度と

比較すると 43,358千円（6.8％）の増となった。 

また、低所得者への保険料軽減にかかる保険基盤安定負担金としての後期高齢者支

援金は、125,804千円で、前年度と比較すると 5,432千円（4.5％）の増となった。 

健康診断委託料は、47,448 千円で、前年度と比較すると 4,425 千円（10.3％）の

増となった。 



後期高齢者医療特別会計　決算の状況後期高齢者医療特別会計　決算の状況後期高齢者医療特別会計　決算の状況後期高齢者医療特別会計　決算の状況

１．歳　　入１．歳　　入１．歳　　入１．歳　　入
  （単位 ： 円、％）

平成30年度決算額 平成29年度決算額

① ②

678,216,086 636,816,043 41,400,043 6.5

421,143,577 382,698,784 38,444,793 10.0

254,959,477 253,169,962 1,789,515 0.7

2,113,032 947,297 1,165,735 123.1

88,900 76,400 12,500 16.4

0 0 0 0

167,179,055 148,993,240 18,185,815 12.2

8,803,921 9,431,900 △ 627,979 △ 6.7

27,089,181 25,895,553 1,193,628 4.6

881,377,143 821,213,136 60,164,007 7.3

２．歳　　出２．歳　　出２．歳　　出２．歳　　出
（単位 ： 円、％）

平成30年度決算額 平成29年度決算額

① ②

5,095,180 4,606,090 489,090 10.6

3,504,958 3,131,912 373,046 11.9

1,590,222 1,474,178 116,044 7.9

804,304,239 755,514,703 48,789,536 6.5

50,347,623 47,628,041 2,719,582 5.7

3,887,414 4,660,381 △ 772,967 △ 16.6

863,634,456 812,409,215 51,225,241 6.3合      計

項　　　目

１．保険料

２．使用料及び手数料

３．寄附金

４．繰入金

６．諸収入

合      計

２．後期高齢者医療広域連合
　　納付金

４．諸支出金

３．保健事業費

１．総務費

総務管理費

徴収費

項　　　目

５．繰越金

現年度分特別徴収保険料

現年度分普通徴収保険料

滞納繰越分普通徴収保険
料

増減　①－② 増減率

増減　①－② 増減率
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主要施策の成果主要施策の成果主要施策の成果主要施策の成果    

    

１．１．１．１．    歳入の概要歳入の概要歳入の概要歳入の概要    

    

  （１）後期高齢者医療保険料 

平成 30 年度における全体の調定額は 683,606,471 円で、前年度と比べて 

37,924,392 円（5.9％）の増となった。そのうち現年度分特別徴収の調定額は

420,315,593円で、前年度と比べて 38,432,038円（10.1％）の増となった。また、

現年度分普通徴収の調定額は 256,892,537円で、前年度と比べて 719,334円（0.3％）

の増となった。保険料納付については、特別徴収（年金天引き）を基本としており、

普通徴収へ切り替えを希望される場合には口座引き落としによることとして、確実

な収入の確保に努めている。 

一方、滞納繰越分の調定額は 6,398,341 円で、前年度と比べて 1,226,980 円

（16.1％）の減となった。 

次に、収納額については、現年度分の特別徴収は 421,143,577 円（還付未済額を

含む）で収納率は 100％、現年度分の普通徴収は 254,959,477 円（還付未済額を含

む）で収納率は 99.2%で、前年度と比べて 0.4 ポイントの増となった。滞納繰越分

は 2,113,032円で収納率は 33.0％となった。 

未納者に対しては、督促状に加えて催告書の送付、分納等の納付相談等を行い収

納率の向上と医療制度運営のため公平性の確保に努めている。 

（２）使用料及び手数料 

後期高齢者医療保険料の納期限後（督促状発送後）の納付について、木津川市後

期高齢者医療に関する条例第５条の規定に基づき督促手数料 88,900円を徴収した。 

（３）寄付金 

収入実績はなく、前年度と同様 0円となった。 

（４）繰入金 

    一般会計からの繰入金として、事務費等に係る経費に 8,567,000 円、保険基盤安

定負担金として 125,804,055円、健診事業に係る市の負担経費として 32,808,000円

を受け入れた。 

（５）繰越金 

     繰越金については、平成 29年度からの繰越金で 8,803,921円となった。 

（６）諸収入 

その他の収入として、後期高齢者医療保険料の延滞金 39,634 円、保険料還付金

1,281,291円、還付加算金 1,400円、後期高齢者健康診査補助金 14,834,718円、人

間ドック事業に対する特別対策補助金 10,932,138円の収入があった。 
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２．２．２．２．    歳出の歳出の歳出の歳出の概要概要概要概要    

    

（１）総務費 

後期高齢者医療保険事業運営に伴う必要経費として 5,095,180 円を支出した。前年

度に比べて 489,090 円（10.6%）の増となった。被保険者証の発行や給付額決定通知

等に係る一般管理事業費、保険料の賦課や収納にかかる経費を支出する徴収事業費、

また平成 23 年度から滞納処分にかかる経費を支出する滞納処分事業費を設置してお

り、それぞれの事業目的に応じて印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、口座振替手数

料等を支出した。 

（２）後期高齢者医療広域連合納付金 

京都府後期高齢者医療広域連合に対する納付金として、特別徴収及び普通徴収によ

り徴収した保険料を 678,500,184 円、低所得者への保険料軽減にかかる保険基盤安定

負担金としての後期高齢者支援金を 125,804,055円それぞれ拠出した。 

（３）保健事業費 

被保険者の健康管理及び医療費の抑制を図るため、後期高齢者医療保険被保険者を

対象とした健康診査事業と人間ドック事業を実施した。 

健康診査事業委託料として 28,535,248円（2,596人受診、受診率 32.1％）を支出し

た。前年度と比べて 1,859,478円の増（受診者 134人増加、受診率同じ）となった。 

また、人間ドック事業は平成 22 年度より実施している事業で、事業委託料として

18,912,571 円（491 人受診、受診率 6.2％）を支出した。前年度と比べて 2,564,911

円の増（受診者 71人増加、受診率 0.6ポイント増加）となった。 

健康診査事業と人間ドック事業の合計受診者数は 3,087人、受診率は 38.2％で、前

年度より 205人増加、受診率は 0.6ポイント増加した。 

加えてこれら事業にかかる事務経費として、通信運搬費 1,177,419 円、発送業務等

委託料 1,234,083円を支出した。 

（４）諸支出金 

過年度過誤納還付金 1,281,491円、還付加算金 1,400円を支出した。 

   納付された保険料は当該年度に京都府後期高齢者医療広域連合に納付しているので、

過年度保険料を償還金支出により還付した金額については、京都府後期高齢者医療広

域連合から歳入で受け入れる仕組みとなっている。 

  



参考資料参考資料参考資料参考資料

後期高齢者医療保険　被保険者数の推移

30年3月末30年3月末30年3月末30年3月末 増減 対前年度比 31年3月末31年3月末31年3月末31年3月末 増減 対前年度比

7,908人 482人 6.5％ 8,350人 442人 5.6％

355,825人 11,173人 3.2％ 367,925人 12,100人 3.4％

29年度29年度29年度29年度

木津川市

（参考）
京都府全体

30年度30年度30年度30年度
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